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第１章 計画策定の趣旨 

我が国では、廃棄物の排出抑制と再利用等の促進のため、平成１２年６月に「循環型社会形

成推進法」が制定されました。それ以降で「小型家電リサイクル法」、「資源有効利用促進法」、

近年では「食品ロス削減推進法」、「プラスチック資源循環法」が制定され、２０世紀の大量生産、

大量消費型の社会から循環型社会の形成に向けた整備が進められています。 

また、平成２７年９月の国連サミットで SDGs（持続可能な開発目標）が採択され、廃棄物関係

では、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減す

ることとされています。 

日野町（以下「本町」とでいいます。）では、これまで、ごみの減量化・資源化、ごみの適正処理

に関する取組みを推進してきましたが、より一層の取組みが求められています。また、本町が含ま

れる鳥取県西部圏域（米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野

町及び江府町の２市６町１村。以下「西部圏域」といいます。）では、ごみ処理施設の集約化の

検討が進められています。 

このような社会情勢を踏まえ、本町は、中長期的かつ総合的な視点に立った循環型社会の

実現を図ることを目的として、日野町一般廃棄物処理基本計画（以下「本計画」といいます。）を

策定するものとしました。 

 

図表１-１ 持続可能な開発目標（SDGs） 
 

 
※SDGs（Sustainable Development Goals）は１７のゴール、１６９のターゲ

ットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。 
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本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）」（以下「廃棄

物処理法」といいます。）第６条第１項に基づき、市町村において策定が義務付けられている計

画で、長期的・総合的な視点で本町から排出されるごみを適正に処理するための方針や施策を

示したものです。 

国の法律・計画、県の計画、鳥取県西部広域行政管理組合の基本構想及び本町の関連計

画との調整を図っています。 

 

図表１-２ 計画の位置づけ 
 
 

 
※鳥取県西部広域行政管理組合：西部圏域により組織された特別地方公共団体で、経済的、事務的効率の観

点から、各市町村が単独で行うより広域的に処理することが適当と思われる事務を行っている組織。 

資源有効利用促進法

容器包装リサイクル法
家電リサイクル法
食品リサイクル法
食品ロス削減推進法
建設リサイクル法
自動車リサイクル法
小型家電リサイクル法

グリーン購入法

● 再生利用の推進

● 個別物品の特性に応じた規制

● 廃棄物の適正処理

● 

国の法律・計画等

県・組合の計画等
日野町の計画

廃棄物処理法

廃棄物処理施設整備計画

基本方針

環境基本法

循環型社会形成推進基本法

環境基本計画

循環型社会形成推進基本計画

廃棄物の減量その他その適正な処理に
関する施策の総合的かつ計画的な推進
を図るための基本的な方針

プラスチック資源循環法
● 素材に着目した包括的な法制度

第２次きらり日野町創生戦略

日野町一般廃棄物処理基本計画

第９次鳥取県廃棄物処理計画

鳥取県西部広域行政管理組合
一般廃棄物処理施設整備基本構想
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本計画は、図表１-３に示すとおり、令和７年度を初年度とし、令和１０年度に中間見直しを行

い、令和１４年度を目標年度とする計画です。 
 

図表１-３ 本計画の期間と目標年度 

 
 

本計画の対象となる廃棄物は、図表１-４に示すとおり一般廃棄物のうち、固形状の一般ごみ

（家庭系ごみ、事業系ごみ）とします。なお、行政において処理・処分が困難であるものは、処理

対象外とし、これらの扱いは図表１-５のとおりとします。 
 

図表１-４ 計画対象の廃棄物 
 

 
 

 
図表１-５ 本計画において対象外とするごみとその扱い 

中間目標年度初年度
令和10年度
(2028年度)

令和７年度
(2025年度)

令和14年度
(2032年度)

計画目標年度

※　　　　　の部分が本計画における対象

産業廃棄物

一般廃棄物

固形状のもの（ごみ）

液状のもの（生活排水）

　一般ごみ（家庭系ごみ、事業系ごみ）　※災害ごみ、漂着ごみを含む

　特別管理一般廃棄物（本町のごみ処理過程で発生するものを除く）
（PCB使用部品、埋立基準を超える焼却灰及び汚泥、集じん灰、
　感染性廃棄物）

生活雑排水（風呂や台所などからの排水）

　し尿（汲み取りし尿）及び浄化槽汚泥

（事業活動に伴い生じるごみの内、法令で定める20種類のごみ）

（産業廃棄物以外のごみ）

（占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になったもの）廃棄物

区分 取り扱い 

パソコン 販売店での引き渡しなどにより、資源化とします。 

そ の 他 本 町 で 指

定するもの 

以下のごみは、販売店若しくは専門の処理業者に引き渡します。 

建設廃材、農機具、農業用ビニール類、油脂類、毒物、農薬、劇物、蓄

電池、バッテリー、ガスボンベ、タイヤ、バイク、消火器、漬物石、ピアノ、医

療用廃棄物、動物の死骸など 
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第２章 地域特性 

本町は鳥取県南西部に位置し、総面積は 133.98km2（東西 20km、南北 12.5km）で、北は

南部町、伯耆町、江府町と接し、南西は日南町、南東は岡山県に接しています。 

本町の中心には北東から南西にかけて一級河川の「日野川」が流れ、町の北東から江府町

にかけては、大山隠岐国立公園に指定される標高 1,005m の「宝仏山」が跨るなど、豊かな自

然環境・景観を保有しています。 

明治 22 年の町村制施行により、根雨、真住、渡、安井、黒坂、菅福の６か村となり、大正 2

年には根雨、日野、黒坂の３町村となりました。昭和 28 年には根雨町と日野村が合併して根雨

町となり、昭和 34 年に根雨町と黒坂町が合併して、現在の本町が誕生しました。 

 

図表２-１ 本町の位置 

 

 
 

 

  

日野町

江府町

日南町

南部町

米子市

境港市

大山町 琴浦町

倉吉市

伯耆町

北栄町 湯梨浜町

三朝町

鳥取市

八頭町

若桜町

智頭町

岩美町
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本町の近隣に設置される「茶屋観測所」における気象観測の概要を以下に示します。直近５

年間の年間平均気温は１２℃前後で、最高気温は３４.９℃、最低気温は-１４.２℃を記録してい

ます。直近５年間の年間降水量は１,４００～２,１００ｍｍ程度となります。 

本町の気候は日本海側気候に属し、冬季は降雪が多く、６月から８月にかけては梅雨や台風

等による降水量の増加がみられます。 

 

図表２-２ 本町の気温及び降水量 

 直近５年間の気温及び降水量            令和５年の気温及び降水量 

 
 

（参考：気象庁 HP（茶屋観測所）） 

  

降水量（mm）

日平均 最高気温 最低気温 総量

12.0 34.9 -9.2 2,018 3.2

11.9 33.8 -10.1 2,091 2.5

11.5 33.4 -13.5 1,439 5.8

12.2 33.8 -14.2 1,674 7.4

12.8 34.4 -11.3 2,111 15.7

１月 1.2 12.3 -8.8 199.0 20.4

２月 2.9 17.8 -5.4 148.0 21.7

３月 4.3 20.8 -11.3 189.5 25.2

４月 12.5 27.5 -1.7 167.5 19.6

５月 14.8 27.7 1.1 97.5 12.1

６月 19.7 30.0 9.0 200.0 8.4

７月 25.0 34.4 17.9 234.0 1.8

８月 24.9 34.2 16.1 162.0

９月 22.8 32.7 11.9 58.0

10月 15.5 27.0 5.1 191.0

11月 8.4 20.7 -3.1 331.5

12月 1.9 14.7 -7.9 133.0

令和４年
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本町における過去１０年間（平成２６年～令和５年）の人口は減少しており、令和５年１０月１

日現在２，６９９人となっています。 

 

図表２-３ 人口 

 

  

（資料：住民基本台帳（各年 10 月１日現在）） 

本町の土地利用における地目別面積割合は、５割以上を山林が占めています。一方で、最も

少ない土地利用が宅地であり、０.８％と１％未満となっています。 

本町の交通網として、国道１８０号、１８１号、１８３号の国道が町内を交差しています。交通手

段では、JR 伯備線の根雨駅には特急電車が停車するほか、日野町営バスは菅福、奥渡、板井

原・真住、根雨宿・病院の４路線で運行するなど、通勤や通学、観光の手段として欠かせないも

のとなっています。 

 

図表２-４ 土地の利用状況（地目別面積）単位 

 

  

（資料：住民課資料（令和６年１月１日現在）） 

3,466 3,449 3,347
3,209 3,111 3,029 2,952 2,880 2,804 2,699

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

（人）

田 畑 宅地 山林 原野 その他 合計

面積

（km2）
4.39 1.34 1.09 72.79 4.93 49.44 133.98

割合 3.3% 1.0% 0.8% 54.3% 3.7% 36.9% ―
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本町の中央には清流「日野川」が流れ、秋から春先にかけて本町の鳥に指定するオシドリが飛

来するほか、ツツジの名所として名高い「滝山公園」では夏の谷川の涼、秋の紅葉など四季を通

じて美しい景観を楽しめます。また、根雨には出雲街道の宿場町としての町並みが現存し、国の

重要文化財に指定される五体像を収蔵する「長楽寺」や、縁起の良い名の神社「金持神社」、

古来より製鉄が盛んな奥日野地方に所在する県指定史跡の「都合山たたら跡」など、美しい自

然だけでなく、古くからの歴史・文化を巡れます。 

産業では第３次産業が最も多く７割以上を占め、次いで第２次産業、第１次産業となっていま

す。産業分類別では、医療・福祉が 24.3％と最も多くを占めており、次いで卸売業・小売業、建

設業を占め、これらの産業で６割近く以上を占めており、基幹的な産業となっています。 

 

図表２-５ 産業別就業者数の割合 

 

 

（資料：「令和３年経済センサス‐活動調査」総務省） 

 

 

第１次産業

7.3%

第２次産業

22.5%
第３次産業

70.3%

農林漁業

7.3%

鉱業・採石業・

砂利採取業

1.5%

建設業

12.4%

製造業

8.5%

運輸業・郵便業

2.6%

卸売業・小売

業

22.0%

金融業・保険業 2.1%

不動産業・物品賃貸業 0.8%

学術研究・専門・技

術サービス業 1.8%

宿泊業・飲食

サービス業 7.3%

生活関連サービス

業・娯楽業 2.9%

教育・学習支援業 0.5%

医療・福祉

24.3%

複合サービス事業 2.9%

サービス業

（他に分類されないもの） 3.1%
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第３章 ごみ処理基本計画 

１-１ ごみの処理 

（１）ごみの収集体制 

本町の家庭から発生したごみ（以下「収集ごみ」といいます。）の分別区分、収集頻度、収集

方法等は図表３-１のとおりです。廃油以外のごみは、本町が委託する業者が収集運搬していま

す。収集しないごみは、専門の処理業者又は販売店などによる引き取りを原則としています。 

 

図表３-１ ごみの分別区分及び収集体制 

 

 
 

  

種類 分別区分 収集頻度 収集運搬 収集方法及び町指定袋の有無

可燃ごみ 週２回
ステーション収集及び戸別収集
町指定の袋：有（大・小）

不燃ごみ 月１回
ステーション収集
町指定の袋：有

粗大ごみ 可燃粗大ごみ 年２回

不燃粗大ごみ 年３回

資源ごみ
缶・ビン類、再利用ビン、
古紙類、ペットボトル

月１回

発泡スチロール、軟質プラ
スチック

月２回

布類 月１回

廃油 年６回 許可業者
ステーション収集
町指定の袋：無

有害ごみ 蛍光管・乾電池 年３回 委託
ステーション収集
町指定の袋：有

ステーション収集
町指定の袋：無

ステーション収集
町指定の袋：有

委託
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（２）ごみ処理の流れ 

可燃ごみは、日野町江府町日南町衛生施設組合（クリーンセンターくぬぎの森）にて焼却処

理され、主灰・飛灰は路盤材に利用されています。粗大ごみ、不燃ごみ、資源ごみは、鳥取県

西部広域行政管理組合（リサイクルプラザ）で破砕・選別等を行い、資源回収を行っています。

資源ごみのうち、発泡スチロール・軟質プラスチック、布類、廃油はそれぞれ民間事業者に引き

渡して資源化しています。有害ごみ（蛍光灯・乾電池）も民間事業者に引き渡して資源化してい

ます。リサイクルプラザで排出される不燃残渣は、民間施設で埋立処分しています。 

 

図表３-２ ごみ処理の流れ 

 

 
 

　　有害ごみ

　　資源ごみ

　　粗大ごみ

　　可燃ごみ

最終処分場

日野町江府町日南町
衛生施設組合

（クリーンセンターくぬぎの森）

鳥取県西部広域
行政管理組合

（リサイクルプラザ）

　①可燃ごみ

　③可燃粗大ごみ

不燃残渣

　④不燃粗大ごみ

再利用

　⑤缶・ビン類

　⑥再利用ビン

　⑦古紙類

　⑧ペットボトル

　⑥発泡スチロール・
　　　軟質プラスチック

　⑦布類

民間事業者

再利用

資源物

　　不燃ごみ 　②不燃ごみ

　⑧廃油

　⑨蛍光灯・乾電池

資源物
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（３）ごみ処理施設の概要 

本町が排出するごみを処理するごみ処理施設の概要は、次のとおりです。 

 

図表３-３ ごみ処理施設の概要 

 

（ごみ焼却施設） 

施 設 名 日野町江府町日南町衛生施設組合 

（クリーンセンターくぬぎの森） 

所 在 地 鳥取県日野郡日野町黒坂１８３番地１ 

竣 工 年 月 平成１０年４月 

処 理 能 力 １０ｔ/８h 

処 理 方 式 ストーカー式 

炉 型 式 機械化バッチ 

 

（リサイクルプラザ） 

施 設 名 鳥取県西部広域行政管理組合 リサイクルプラザ 

所 在 地 鳥取県西伯郡伯耆町口別所６３０番地 

敷 地 面 積 約１６，５００ｍ２ 

竣 工 年 月 平成９年３月 

処理能力 

不 燃 ごみ・不 燃 粗 大 ご

み処理設備 
２４．５ｔ/５h 

資源ごみ処理設備 １０．０ｔ/５h 

ペットボトル処理設備 ２．０ｔ/５h 

処理方式 

不 燃 ごみ・不 燃 粗 大 ご

み処理設備 
手選別、破砕機、磁選機、アルミ選別機、粒度選別機 

資源ごみ処理設備 手選別、磁選機、アルミ選別機、圧縮成形 

ペットボトル処理設備 手選別、圧縮成形 

 

（最終処分場） 

施 設 名 環境プラント工業一般廃棄物第２最終処分場 

所 在 地 鳥取県米子市淀江町小波地内 

埋 立 面 積 ３１，８２５ｍ２ 

埋 立 容 量 ４８９，６５７ｍ３ 

竣 工 年 月 平成５年９月 

水 処 理 設 備 生物処理、凝集沈殿処理、砂ろ過処理、プレフィルター、

逆浸透法(RO 法)、滅菌処理 

処理能力：１２０ｍ３/日 
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１-２ ごみ総排出量の推移 

本町におけるごみ総排出量の推移は図表３-４に示すとおりで、平成２７年度をピークに減少し、

平成２８年度以降は概ね横ばい傾向にあります。令和５年度におけるごみ総排出量は８２８トンで、

家庭系が約６７％、事業系が約３３％を占めています。また、ごみの種類別には、可燃ごみが全

体の約８０％と最も多く、次に資源ごみ、不燃ごみと続いています。 

 

図表３-４ ごみ総排出量の推移 

（家庭系、事業系ごみの内訳） 

 
（ごみ種類ごとの内訳） 
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１人１日当たりのごみ排出量（以下「排出原単位」といいます。）の推移は図表３-５に示すとお

りです。排出原単位は、平成２８度から令和２年度までは横ばいに推移し、令和３年度にかけて

増加、それ以降は横ばい傾向にあります。令和４年度の排出原単位は８４６．１g/人・日であり、

鳥取県平均９８９．７g/人・日と比較して少ない量になっています。第四次循環型社会形成推

進基本計画に掲げられている数値目標約８５０ g/人・日と比較しても少ない量になっています。 

 

図表３-５ 排出原単位の推移 

（排出原単位の推移） 

 

（鳥取県市町村の排出原単位（令和４年度） 

 

（国の数値目標との比較） 
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　1人１日当たりのごみ排出量（排出原単位） [g/人・日] 840.5 g/人・日

国の数値目標（令和７年度）指標 本町の実績（令和5年度）

約850 g/人・日



 

13 

１-３ 資源化量の推移 

本町の資源化量、リサイクル率は平成２９年度をピークに減少傾向にあり、令和５年度の資源

化量は２０１トン、リサイクル率は２４．３％であり、その内訳として最も多いのは中間処理後再生利

用量※１で、次に直接資源化量※2、集団回収量※3 と続いています。 

 

図表３-６ 資源化量及びリサイクル率の推移 

（資源化量及びリサイクル率の推移） 

 
（鳥取県市町村のリサイクル率（令和４年度）） 
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※１ 中間処理後再生利用量 
可燃、不燃、粗大ごみなどの処理後、金属、ガラス類などを回収し、資源化した量。 

※２ 直接資源化量 
資源化を行う施設を経ずに、直接、再生業者などに搬入した量。 

※３ 集団回収量 
町が実施する資源回収とは別に、自治会、PTA などが自主的に回収した量。 
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１-４ ごみ処理経費 

本町のごみ処理及び維持管理費は、令和５年度において約１億円で、組合分担金の割合が

約７割を占めています。令和４年度における住民１人あたりの費用は約３２，０００円、ごみ１トンあ

たりの費用は約１０５，０００円となっており、鳥取県市町村の平均と比較して高くなっています。 

 

図表３-７ ごみ処理及び維持管理費の推移 

（本町のごみ処理及び維持管理費の推移（総額）） 

 

（本町のごみ処理及び維持管理費の推移（１ｔあたり、1 人あたり）） 

 

（鳥取県市町村のごみ処理及び維持管理費（令和４年度）） 
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１-５ ごみ処理評価 

「１人１日当たり排出量（ごみ総排出量）」、「１人１日当たり排出量（家庭系ごみ排出量）」、「リ

サイクル率」、「最終処分率」、「１人当たりごみ処理経費」の５つを指標として、令和４年度におけ

る本町の値と、鳥取県平均、全国平均を比較して評価しました。鳥取県平均値、全国平均値を

それぞれ１００として本町の値を指数化し、レーダーチャート図として示しました。レーダーチャート

に示される五角形が大きいほど良好な状況にあることを示します。 

本町において、「１人１日当たり排出量（ごみ総排出量）」、「最終処分率」は、鳥取県平均、

全国平均と比較して良好な状況にあります。「１人１日当たり排出量（家庭系ごみ排出量）」、「リ

サイクル率」、は、鳥取県平均と比較すると下回っており、全国平均と比較すると良好な状況に

あります。一方、「１人当たりごみ処理経費」は、鳥取県平均、全国平均と比較すると下回ってい

ます。 
 

図表３-８ ごみ処理評価 
 

 
※指標値は令和３年度実績で、一般廃棄物処理実態調査結果を採用。 

指数は、以下の算定式による。 

（１人１日当たりごみ排出量、最終処分率、１人当たりごみ処理経費） 

指数＝（1－（実績値－全国平均または県平均）/全国平均または県平均）×100 

（リサイクル率） 

指数＝（1＋（実績値－全国平均または県平均）/全国平均または県平均）×100 

※最終処分率＝最終処分量/ごみ総排出量 

※ごみ処理経費は、建設改良費、処理及び維持管理費、その他のうち、毎年のごみ処理経費として継続して必要と

判断される処理及び維持管理費とした。１人当たりごみ処理経費（鳥取県、全国）は、市区町村及び一部事務組

合・広域連合を合計した経費とした。 
 

（ごみ処理の評価（レーダーチャート）） 

 

令和4年度 指数

本町 鳥取県 全　国 鳥取県 全　国

1人１日当たり排出量
（ごみ総排出量）
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1人１日当たり排出量
（家庭系ごみ排出量）

グラム/人・日 568.7 562.3 619.5 99 108

リサイクル率 ％ 23.8 28.3 19.6 84 122

最終処分率 ％ 3.6 6.2 8.7 142 159

1人当たりごみ処理経費 円/人 32,480 18,308 15,349 23 -12
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１-６ ごみ処理行政の動向 

（１）循環型社会形成推進基本計画 

大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会のあり方や国民のライフスタイルを見直し、社会に

おける物質循環を確保することにより、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷の低減が図

られた「循環型社会」を形成するため、平成１２年６月に「循環型社会形成推進基本法」が公布

され、平成１３年１月に施行されました。 

この法律では、対象物を有価・無価を問わず「廃棄物等」として一体的にとらえ、製品等が廃

棄物等となることの抑制を図るべきこと、発生した廃棄物等はその有用性に着目して「循環資源」

としてとらえ直し、その適正な循環的利用（再使用、再生利用、熱回収）を図るべきこと、循環的

な利用が行われないものは適正に処分することを規定し、これにより「天然資源の消費を抑制し、

環境への負荷ができる限り低減される社会」である「循環型社会」を実現することとしています。 

また、同法では、政府において、循環型社会の形成に関する基本的な計画として、「循環型

社会形成推進基本計画」を策定することを規定しています。この計画は、循環型社会の形成に

関する政策の総合的、計画的な推進を図るための中心的な仕組みとなるものであり、平成３０年

６月に閣議決定した「第四次循環型社会形成推進基本計画」では、国の取組みの基本的な方

向や一般廃棄物の減量化に関する数値目標を次のとおりとしています。 

 

図表３-９ 「第四次循環型社会形成推進基本計画」における基本的方向と数値目標 

＜循環型社会形成に向けた取組みの中長期的な方向性＞ 

・ 持続可能な社会づくりとの統合的な取組み 

・ 地域循環共生圏形成による地域活性化 

・ ライフサイクル全体での徹底的な資源循環 

・ 適正処理の推進と環境再生 

・ 災害廃棄物処理体制の構築 

・ 適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開 

・ 循環分野における基盤整備 

 

＜数値目標＞ 

指標 数値目標 目標年次 

１人１日当たりのごみ排出量 約 850 グラム/人/日 令和７年度 

１人１日当たりの家庭系ごみ排出量 

（集団回収量、資源ごみ量等を除く） 
約 440 グラム/人/日 令和７年度 

事業系ごみ排出量 約１，１００万トン/年 令和７年度 
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（２）第９次鳥取県廃棄物処理計画 

鳥取県では、令和２年３月に「第９次鳥取県廃棄物処理計画（令和元～５年度）」を策定して

おり、一般廃棄物処理の目標を以下のとおり掲げています。 

 

図表３-１０ 「第９次鳥取県廃棄物処理計画」における目標値 

指標 令和５年度目標値 

ごみ排出量（１人１日当たり排出量） １９３千トン（９６５グラム/人・日） 

リサイクル率 ３３％ 

最終処分量（割合） １２千トン（６．２％） 

 

（３）鳥取県西部広域行政管理組合 一般廃棄物処理施設整備基本構想 

西部圏域では、運営する一般廃棄物処理施設の老朽化が進行し、処理残渣の最終処分を

行っている民間の最終処分場も最終処分期限が近づいていることから、長期的に施設の集約

化等の抜本的な対策を講じるため、「鳥取県西部広域行政管理組合 一般廃棄物処理施設

整備基本構想」を令和３年８月に策定しています。 

西部圏域で稼働している処理施設は、令和１３年度までに稼働を終了し、令和１４年度からは、

新たな処理施設として稼働する構想になっています。また、令和１４年度における、ごみの排出

量等に関する目標値を以下のとおり掲げています。 

 

図表３-１１ 「鳥取県西部広域行政管理組合 一般廃棄物処理施設整備基本構想」における目標値 
 

指標 令和１４年度目標値 

ごみ排出量（許可資源ごみ※１量除く） ８２５．９グラム/人・日 

家庭系収集ごみ排出量（資源ごみ量除く） ４４０．１グラム/人・日 

事業系ごみ排出量（資源ごみ量除く） ５９．８トン/日（西部圏域） 

※１ 許可資源ごみは、行政が処理に関与せずに排出業者が直接資源化しているごみ。 
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１-７ ごみ処理の課題 

ごみ減量化、資源化 

 本町は、経年的に「資源化量」及び「リサイクル率」が減少傾向にあり、鳥取県平均と比較

すると平均レベルに達していません。ペーパーレス化に伴って、資源物として回収される紙

類が減少していることが要因の１つとして挙げられます。また、資源化の可能性のある紙類

が可燃ごみとして捨てられていることも考えられるため、小雑紙の分別回収の定着化な

ど、さらなる分別徹底が必要です。 

 本町における「１人当たりごみ処理経費」は、鳥取県平均、全国平均と比較すると経費が

かかっています。 

 令和元年１０月には「食品ロス削減推進法」が施行され、地方自治体として、食品ロスの

削減に向けた取組みを検討する必要があります。 

 高齢化が進むことで、ごみの分別やごみ出しが困難になる住民の増加が危惧されるため、

支援策を検討する必要があります。 
 

ごみの適正処理 

 「鳥取県西部広域行政管理組合 一般廃棄物処理施設整備基本構想」では、ごみ処理

の広域化を図るため、令和１４年度を目標に、新たな処理施設の稼働を目指しています。

今後、可能な限り、分別の統一など、広域化に向けた課題への対応を検討していく必要

があります。 
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２-１ 目指すべき姿、基本方針 

本町の目指すべき姿は「循環型社会の実現」とし、基本方針は「ごみ減量化、資源化の推

進」、「ごみの適正処理の推進」とします。 

 

図表３-１２ 目指すべき姿、基本方針 

 

  

 

（参考：国が進める循環型社会形成のイメージ） 

 

  

　ごみの減量化・資源化をより推進するために、住民や事業者への啓発、周知等の取組みを推
進します。

　ごみの適正処理、災害廃棄物の迅速かつ適正処理を実現するために、計画の推進や周知等
の取組みを推進します。

　（基本方針２）　ごみ適正処理の推進

　（基本方針１）　ごみ減量化、資源化の推進

　（目指すべき姿）　循環型社会の実現

天然資源の投入
生　産

（製造・流通等）

埋立処分

消費・使用

廃　棄

５番目：適正処分
どうしても処分が必要な
ものは、適正にきちんと
処分します。

処理
（リサイクル・焼却等）

４番目：熱回収
３R＋Renewable

リ ユ ー ス

2番目： Reuse
くり返し使おう！

繰り返し使えるものは
再利用しましょう。

１番目： Reduce
ごみを減らそう！

リ デ ュ ー ス

物を大切に使いましょう（排出抑制）。
長持ちする物を作ることも大切です。

３番目：Recycle
再び資源として
利用しよう！

リ サ イ ク ル

再使用できないものも
きちんと分別して出して
再生利用しましょう。
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２-２ 将来推計と減量目標値 

（１）単純推計 

①ごみ排出量 

本町におけるごみ排出量（許可資源ごみ量除く）は、平成２７年度をピークに減少し、平成２８

年度以降は横ばい傾向にあり、令和５年度７７２ｔです。過去の実績を踏まえた単純推計は、令

和６年度以降減少することが予測され、令和１０年度６９９ｔ、令和１４年度６４３ｔになる見込みで

す。住民１人１日当たりごみ排出量は、令和５年度７８３．６g であり、単純推計は、令和９年度７

９６．６g、令和１４年度８００．７g となる見込みです。実績値は県平均と比較して少ない状況とな

っています。 
 

図表３‐１３ ごみ排出量の単純推計（家庭系・事業系） 

 ごみ排出量（年間量）  
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図表３‐１４ 鳥取県市町村ごとのごみ排出量（年間量） 

 

 令和３年度  

 

 

 
 

 令和４年度  

 

 
 

 令和５年度  

 

 
 

  

5
8
,9

2
5
 

4
8
,7

3
0
 

1
5
,9

9
7
 

1
0
,3

8
2
 

2
,8

5
5
 

7
5
5
 

1
,6

1
1
 

3
,9

4
6
 

2
,0

6
7
 

4
,6

0
0
 

5
,2

3
7
 

3
,6

2
1
 

1
,3

8
8
 

4
,0

3
8
 

2
,7

1
6
 

2
,8

9
7
 

1
,2

8
4
 

7
6
1
 

7
5
6
 

0

20,000

40,000

60,000

鳥
取
市

米
子
市

倉
吉
市

境
港
市

岩
美
町

若
桜
町

智
頭
町

八
頭
町

三
朝
町

湯
梨
浜
町

琴
浦
町

北
栄
町

日
吉
津
村

大
山
町

南
部
町

伯
耆
町

日
南
町

日
野
町

江
府
町

排
出

量
ｔ/

年

5
8
,6

4
5
 

4
8
,5

1
5
 

1
5
,6

0
3
 

1
0
,3

1
3
 

2
,8

1
1
 

7
1
3
 

1
,6

6
7
 

3
,9

4
1
 

2
,0

9
5
 

4
,6

5
4
 

5
,1

4
8
 

3
,6

7
6
 

1
,3

4
6
 

3
,7

5
7
 

2
,6

3
1
 

2
,8

5
5
 

1
,3

9
5
 

8
0
3
 

7
5
5
 

0

20,000

40,000

60,000

鳥
取
市

米
子
市

倉
吉
市

境
港
市

岩
美
町

若
桜
町

智
頭
町

八
頭
町

三
朝
町

湯
梨
浜
町

琴
浦
町

北
栄
町

日
吉
津
村

大
山
町

南
部
町

伯
耆
町

日
南
町

日
野
町

江
府
町

排
出

量
ｔ/

年

5
7
,4

3
9
 

4
7
,2

3
1
 

1
5
,3

7
9
 

1
0
,0

7
7
 

2
,8

2
0
 

6
9
9
 

1
,6

9
5
 

4
,1

3
3
 

2
,1

7
9
 

4
,6

3
4
 

4
,9

9
0
 

3
,7

2
9
 

1
,3

2
1
 

3
,6

9
2
 

2
,6

3
4
 

2
,8

3
6
 

1
,2

5
0
 

8
0
7
 

7
2
4
 

0

20,000

40,000

60,000

鳥
取
市

米
子
市

倉
吉
市

境
港
市

岩
美
町

若
桜
町

智
頭
町

八
頭
町

三
朝
町

湯
梨
浜
町

琴
浦
町

北
栄
町

日
吉
津
村

大
山
町

南
部
町

伯
耆
町

日
南
町

日
野
町

江
府
町

排
出

量
ｔ/

年



 

22 

図表３‐１５ 鳥取県市町村ごとの住民１人１日当たりごみ排出量 
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②家庭系収集ごみ排出量 

本町における家庭系収集ごみ排出量（資源ごみ量除く）は、平成２７年度をピークに減少し、

平成２８年度以降は横ばい傾向にあり、令和５年度４３１ｔです。過去の実績を踏まえた単純推

計は、令和６年度以降減少することが予測され、令和１０年度３８４ｔ、令和１４年度３４３ｔになる

見込みです。住民１人１日当たりの家庭系収集ごみ排出量（資源ごみ量除く）は、令和５年度４

３７．６g であり、単純推計は、令和１０年度４３７．６g、令和１４年度４２７．１g となる見込みです。

平成２８～令和４年度の実績値は県平均と比較して少ない状況となっています。 
 

図表３‐１６ 家庭系収集ごみ排出量の単純推計 

 ごみ排出量（年間量）  
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図表３‐１７ 鳥取県市町村ごとの家庭系収集ごみ排出量 
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図表３‐１８ 鳥取県市町村ごとの住民１人１日当たりごみ排出量 
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③事業系ごみ排出量 

事業系ごみ排出量（資源ごみ量除く）は、平成２９年度をピークに横ばい傾向にあり、令和５年

度２１９ｔです。過去の実績を踏まえた単純推計は、令和６年度以降減少することが予測され、

令和１０年度２１２ｔ、令和１４年度２０８ｔになる見込みです。 

１日の事業系ごみ排出量（資源ごみ量除く）は、令和５年度０．５９ｔであり、単純推計は、令和

１０年度０．５８ｔ、令和１４年度０．５７ｔとなる見込みです。 
 

図表３‐１９ 事業系ごみ排出量の単純推計 
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図表３‐２０ 鳥取県市町村ごとの事業系ごみ排出量（年間量） 
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図表３‐２１ 鳥取県市町村ごとの事業系ごみ排出量（日量） 
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（２）目標推計 

①削減対象ごみ 

削減対象とするごみの種類は、排出量の多くを占める「家庭系収集ごみ（可燃ごみ）」、「事業

系直接搬入ごみ（可燃ごみ）」とし、「家庭系収集ごみ（資源ごみ）」は、資源化量の増加を目指

します。 

「家庭系収集ごみ（可燃ごみ）」には、生ごみ、プラスチックごみ、古紙類等が含まれています。

そのうち、食べ残しの削減、調理くずの水切り、資源化可能な古紙類の資源回収を住民へ啓発

することで、単純推計値（令和１４年度）に対して２６．６g/人・日の削減を目指します。 

「事業系直接搬入ごみ（可燃ごみ）」は、単純推計値（令和１４年度）に対して５％削減を目指

します。「家庭系収集ごみ（資源ごみ）」は、家庭系収集ごみ（可燃ごみ）として排出されている資

源化可能な古紙類等の資源化回収の啓発により、単純推計値（令和１４年度）に対して１０％

増加を目指します。 
 

図表３‐２２ 家庭系収集ごみ（可燃ごみ）削減目標 
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②目標値 

目標とする指標は、「鳥取県西部広域行政管理組合 一般廃棄物処理施設整備基本構想」

を踏まえ、「ごみ排出量（許可資源ごみ量除く）」、「家庭系収集ごみ排出量（資源ごみ量除く）」、

「事業系ごみ排出量（資源ごみ量除く）」とします。 

「ごみ排出量（許可資源ごみ量除く）」について、過去の実績を踏まえた単純推計は、令和１４

年度 800.7 g/人・日となります。前述の「削減対象ごみ」を推進することで、令和１４年度 778.3 

g/人・日を目指します。 

「家庭系収集ごみ排出量（資源ごみ量除く）」について、過去の実績を踏まえた単純推計は、

令和１４年度 427.1 g/人・日となります。前述の「削減対象ごみ」を推進することで、令和１４年

度 404.7 g/人・日を目指します。 

「事業系ごみ排出量（資源ごみ量除く）」について、過去の実績を踏まえた単純推計は、令和

１４年度０．５７ｔ/日となります。前述の「削減対象ごみ」を推進することで、令和１４年度度０．５

５ｔ/日を目指します。 

 

図表３‐２３ 目標値 

 減量目標値  

 
 

（参考：「鳥取県西部広域行政管理組合 一般廃棄物処理施設整備基本構想」における目標値） 

指標 令和１４年度目標値 

ごみ排出量（許可資源ごみ※１量除く） ８２５．９グラム/人・日 

家庭系収集ごみ排出量（資源ごみ量除く） ４４０．１グラム/人・日 

事業系ごみ排出量（資源ごみ量除く） ５９．８トン/日（西部圏域） 

※１ 許可資源ごみは、行政が処理に関与せずに排出業者が直接資源化しているごみ。 
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　ごみ排出量(許可資源ごみ量除く) [g/人・日] 783.6 796.5 786.2 800.7 778.3

　家庭系収集ごみ(資源ごみ量除く) [g/人・日] 437.5 437.6 425.0 427.1 404.7

　事業系ごみ（資源ごみ量除く） [t/日] 0.59 0.58 0.58 0.57 0.55
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（計画目標年度）
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【 ごみ排出量（許可資源ごみ量除く） 】 

 

【 家庭系収集ごみ排出量（資源ごみ量除く） 】 

 
【 事業系ごみ排出量（資源ごみ量除く） 】 
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②減量目標値を達成した場合のごみ排出量 

a）ごみ排出量 

減量目標値を達成した場合のごみ排出量（許可資源ごみ量除く）は、令和１０年度６９０ｔ、令

和１４年度６２５ｔとなる見込みです。 

住民１人１日当たりごみ排出量（許可資源ごみ量除く）は、令和１０年度７８６．２g、令和１４年

度７７８．３g となる見込みです。 

 

図表３‐２４ ごみ排出量の目標推計（家庭系・事業系） 
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b)家庭系収集ごみ排出量 

減量目標値を達成した場合の家庭系収集ごみ排出量（資源ごみ量除く）は、令和１０年度 

３７３ｔ、令和１４年度３２５ｔとなる見込みです。 

住民１人１日当たり家庭系収集ごみ排出量（資源ごみ量除く）は、令和１０年度４２５．０g、令

和１４年度４０４．７g となる見込みです。 

 

図表３‐２５ 家庭系収集ごみ排出量の目標推計 
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c)事業系ごみ排出量 

減量目標値を達成した場合の事業系ごみ排出量（資源ごみ量除く）は、令和１０年度２１０t、

令和１４年度２０１t となる見込みです。 

１日の事業系ごみ排出量（資源ごみ量除く）は、令和１０年度０．５８t、令和１４年度において

０．５５ｔとなる見込みです。 

 

図表３‐２６ 事業系ごみ排出量の目標推計 
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④減量目標値を達成した場合のリサイクル率 

基準年度である令和５年度のリサイクル率は 24.3％です。過去の実績を踏まえて単純に推計

しますと、令和１４年度２３．８％へ減少しますが、可燃ごみとして排出されている古紙や雑がみを

資源物として回収し資源化量を増加させることで、令和１０年度２４．３％、令和１４年度２４．

９％になることを見込みます。 

 

図表３‐２７ リサイクル率の目標推計 

 

＜リサイクル率の算出方法＞ 

リサイクル率＝資源化量/（ごみ総排出量＋集団回収量） 

R 5（基 準 年 度）＝201t/（828t＋0t）*100＝24.3％ 
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計画の体系は以下のとおりです。 

目指すべき姿は「循環型社会の実現」、基本方針は「ごみ減量化、資源化の推進」、「ごみの

適正処理の推進」とします。「ごみの減量化、資源化の推進」は、啓発・教育及び減量化・資源

化に関する施策を実施します。「ごみ適正処理の推進」は、収集・運搬、中間処理、最終処分

及びその他に関する施策を実施します。 

 

◆図表３‐２８ 計画の体系 

 

　（基本方針１）　ごみ減量化、資源化の推進

　施策  １　事業系ごみの適正な監督方法の検討

　施策  ５　最終処分場（民間業者）における適正処理

　施策　６　災害廃棄物の適正処理

　施策  ８　不法投棄の防止

　施策  １　住民・事業者への啓発 

　施策  ２　環境教育・環境学習の推進 

　施策  ５　生ごみの堆肥化

　施策  ３　分別収集の徹底

　施策　６　指定ごみ袋制度の推進

　施策　７　使用済小型家電のリサイクル推進

　施策  ３　焼却施設の適正管理

　施策  ２　高齢者のごみ出し支援検討

　施策  ７　環境美化の推進

　施策  ４　食品ロスの削減

　啓発・教育

　減量化・資源化

　収集・運搬

　中間処理

　最終処分

　その他

　（目指すべき姿）　循環型社会の実現

　（基本方針２）　ごみ適正処理の推進

　施策  ４　資源化施設の適正管理

　施策　８　バイオマスの資源化検討
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（基本方針１） ごみの減量化、資源化の推進 
 

施策１  住民・事業者への啓発 【啓発・教育】 
 

ごみの減量化・資源化を推進するためには、行政が取組みを進めるだけでなく、住民・事業者

の協力が不可欠です。現在、住民・事業者の意識向上と取組みしやすい環境づくりを進めるた

め、町のホームページや広報にごみの分別やリサイクル等に関する記事を掲載しています。より

多くの住民、事業者の理解を深めていくため、今後も啓発活動を継続していくことが必要です。 

 

【 町のホームページ 】                        【 広報ひの 】 

  

 

施策の方向 

町のホームページ、広報ひのを活用して定期的な情報発信を行います。 
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施策２ 環境教育・環境学習の推進  【啓発・教育】 
 

ごみの減量化・資源化のためには、環境教育・環境学習の推進が重要です。県の事業の活

用も視野に入れながら、住民、事業者への情報発信を行い、人材育成に努める必要があります。 

 

【 令和６年度 鳥取県出前説明会テーマ（抜粋） 】 

テーマ 説明の内容 

廃棄物の排出抑制・リサイクル

の取組み 

食品ロス（食べ残し、手付かず食品）やプラスチックご

み等の削減・リサイクルに向けた取組等について 

不法投棄の防止に向けた取組

み 

県内の不法投棄の現状・課題、不法投棄防止に向け

た取組みについて 
出典：鳥取県ホームページより 
 

施策の方向 

県が実施する出前説明会の活用も視野に、幅広く住民に周知するための情報発信を実施し

ます。 

 

施策３ 分別収集の徹底  【減量化・資源化】 
 

資源品を効率よく再資源化するためには住民、事業者の分別徹底が不可欠です。「ごみ収

集カレンダー」、「ごみの分け方・出し方」を作成し、ホームページへ掲載するなど、住民への分 

別周知を図っていますが、ごみ処理施設に搬入され

るごみの中には、十分に分別されていないものも見

受けられるため、継続した啓発活動を実施し、現状

の分別精度を維持・向上する必要があります。 
 

【 ごみ収集カレンダー 】                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

施策の方向 

ごみ収集カレンダーなどの作成・配布を継続し、内容についても随時見直しを行います。 

 

【 ごみの分け方・出し方 】 
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施策４  食品ロスの削減  【減量化・資源化】 
 

食品ロスは、家庭で賞味期限が切れた食材や、飲食店での食べ残し料理など、本来食べら

れるはずの食品が、さまざまな理由で廃棄されることを指し、環境負荷や資源の無駄遣い、世界

的な食料不足の観点から、社会問題となっています。食品ロスを削減するため、食材の使いキリ、

料理の食べキリ、生ごみの水キリが求められています。 
 

【 ３キリ運動 】 

食材を使いキリ 
 

 

☑買い物前に冷蔵庫をチェック 

☑残っている食材から使う 

☑必要な分量だけ買う 

☑皮を厚くむきすぎない 

☑捨てていた部分も調理に 

料理を食べキリ 
 

 

☑食べきれる分だけ作る 

☑残り物は上手に保存・アレ

ンジして次の食事に 

☑食事はﾊｰﾌｻｲｽﾞや小盛等

食べきれる量を注文 

生ごみの水キリ 

 

 

捨てる前にギュッとひと絞り！ 

☑軽くなってごみ出しも楽ちん 

☑水が出ず持ち出し場も清潔 

 

施策の方向 

家庭、外食時における食品ロス削減の啓発を行います。 

 

施策５  生ごみの堆肥化  【減量化・資源化】 
 

本町は、生ごみの自家処理を推進するため、生ごみ処理機（バイオ式、電気式）を購入した住

民に対して、購入額の補助を実施しています。令和５年度より、対象に電気式を追加し、補助上

限額を２万円に見直し、補助実績数は６件ありました。ごみの減量化・資源化を推進するために

は、今後も一般家庭へ生ごみ処理機器を普及することが必要です。 
 

【 生ごみ処理機に関する補助事業の概要 】 

対象 生ごみ処理機（バイオ式、電気式）の購入者 ※R５より電気式を追加 

補助率 １/４ 

補助上限額 補助上限額２万円（対象費８万円） ※R５より上限額１万円から２万円へ 

補助実績数/金額 ６件／74,640 円（令和５年度） 

 

施策の方向 

生ごみ処理機の購入者を支援し、生ごみの堆肥化等の推進を図ります。 

  

生ごみ
の約 7 割
は水分 
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施策６ 指定ごみ袋制度の推進  【減量化・資源化】 
 

本町は、指定ごみ袋制度を導入しています。今後も、ごみ処理手数料に関する調査等を継

続して行い、制度のあり方について検討する必要があります。 

 

【 ごみ袋等の料金 】 

種類 販売枚数 金額 

可燃ごみ袋（大）45ℓ １袋 10 枚入 500 円 

可燃ごみ袋（小）20ℓ １袋 10 枚入 400 円 

共通袋   １袋 10 枚入 500 円 

廃乾電池回収袋 １枚  50 円 

粗大シール １セット 3 枚入 600 円 

小物シール １セット 10 枚入 500 円 

古紙シール １袋 10 枚入 500 円 

 

施策の方向 

ごみ処理手数料に関する調査・検討を行います。 

 

施策７ 使用済小型家電のリサイクル推進  【減量化・資源化】 
 

デジタルカメラや携帯電話、オーディオプレーヤーなどの小型家電には、貴

金属やレアメタルなどの有用な資源が含まれています。本町では、日野町役

場及び黒坂支所の 2 か所に使用済小型家電回収ボックスを設置しており、今

後も設置を継続することで、資源化を推進する必要があります。 

 

施策の方向 

使用済小型家電回収ボックス設置済の箇所を維持します。 

 

施策８ バイオマスの資源化検討  【減量化・資源化】 
 

バイオマスは、再生可能な生物由来の有機性資源として注目されています。可燃ごみの中に

は、再生可能な食品廃棄物や木材等が含まれており、その利活用を検討する必要があります。 

 

施策の方向 

既に実施している地域での取組み状況や資源化技術の動向等について調査研究し、実施

可能性を検討します。 
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（基本方針２） ごみ適正処理の推進 
 

施策１ 事業系ごみの適正な監督方法の検討  【収集・運搬】 
 

事業者が事業活動により排出するごみは、廃棄物処理法第３条において「事業者自らの責任

において適正に処理しなければならない」と規定されています。 

本町の事業系ごみは、家庭系ごみを合わせた全体の約３割を占めています。ごみ処理施設

への搬入は、事業者自らが行うか、町が許可する収集運搬許可業者により行われていることか

ら、事業者自らによるごみの減量化・資源化の指導等を検討する必要があります。 

 

施策の方向 

排出量の多い事業者には、ごみの減量化・資源化に向けた取組みへの協力依頼を検討しま

す。 

 

施策２ 高齢者のごみ出し支援検討  【収集・運搬】 
 

高齢化社会の進行により、日常生活に支援が必要な高齢者等が増加しています。現在、社

会福祉協議会と連携して、ごみ出しに関するサービスの在り方について調査・検討を行っており、

今後は、高齢者等の実情に合った支援制度の構築を目指す必要があります。 

 

施策の方向 

ごみ出しが大きな負担となっている高齢者等を対象とした支援制度を検討します。 
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施策３ 焼却施設の適正管理  【中間処理】 
 

日野町江府町日南町衛生施設組合（クリーンセンターくぬぎの森）では、本町、江府町及び

日南町で排出された可燃ごみを処理しています。 

西部圏域では、令和１４年度から広域化による施設の集約化を目指しており、供用開始まで、

現行施設の適正管理を図る必要があります。 

 

施策の方向 

日野町江府町日南町衛生施設組合と連携して適正な維持管理を行います。 

 

施策４ 資源化施設の適正管理  【中間処理】 
 

鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザでは、西部圏域で排出された資源ごみ、不

燃ごみを処理しています。 

今後も継続して鳥取県西部広域行政管理組合と連携した適正な維持管理を図る必要があり

ます。 

 

施策の方向 

鳥取県西部広域行政管理組合と連携して適正な維持管理を行います。 

 

施策５ 最終処分場（民間業者）における適正処理  【最終処分】 
 

本町では、ごみ処理を行っている鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザから排出さ

れる不燃物残渣を環境プラント工業一般廃棄物第２最終処分場に埋立処分しています。 

令和１４年度からのごみ処理施設の集約化と併せ、最終処分場についても整備予定であり、

最終処分量のさらなる減量化に努める必要があります。 

 

施策の方向 

適切に分別されるように、住民・事業者への啓発を行います。 
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施策６ 災害廃棄物の適正処理  【その他】 
 

東日本大震災等を踏まえ、平時から、災害時への対応を準備しておくことが求められています。

災害時は状況に応じて、県、近隣市町村、関係業者などに対して応援要請が必要となるため、

関係機関との連携体制を構築していくことが重要です。 

本町では、災害廃棄物の適正処理等を示した「災害廃棄物処理基本計画」を、令和７年３

月に策定しました。今後は、この計画の周知を図る必要があります。 

 

施策の方向 

災害廃棄物処理基本計画の周知徹底を図り、災害廃棄物に関する情報発信に努めます。 

 

施策７ 環境美化の推進  【その他】 
 

ごみのない快適なまちづくりを推進するため、本町では、毎年９月から１１月にかけて「全町一

斉クリーン作戦」を実施しています。地域内の河川、側溝、道路等の清掃について、各自治会の

ご協力により、令和３年度６９２人、令和４年度８０９人、令和５年度６０３人の参加者がありました。

今後も環境美化をより促進するため、支援の充実、関係者の連携強化を図る必要があります。 

 

施策の方向 

クリーン作戦を継続し、関係者との連携を強化します。 

 

施策８ 不法投棄の防止  【その他】 
 

ごみの不法投棄を防止するため、不法投棄監視パトロール、看板の設置など、関係機関と連

携した監視を実施しています。 

不法投棄をより少なくするため、現在実施していることを継続するとともに、関係機関との協力

体制の強化を図る必要があります。 

 

施策の方向 

不法投棄監視パトロールを実施します。 

ホームページ、広報ひの、啓発看板の設置などによる不法投棄防止を啓発します。 
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第４章 計画の進行管理 

本計画では、Plan（計画の策定）、Do（施策の実行）、Check（評価）、Act（見直し）を行う

PDCA サイクルの概念を利用し、計画の進行管理を行うものとします。 

 

図表４-１ PDCA サイクルのイメージ 
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